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　To盤e鱒艶紙艶r盈P麗is，i837．この惹名記事を

　資料として醒談懇介することの意義紅ついて二五誉

　簿略に遠べておくならば次のようなことになろう

　かと思う。すなわち，まず第一に，透代醜土地辮

　有譲1蔑はもちろん，封建錦土地藻窟麟護：とも瞬確

　に区驚されるべき匿ケルト離土地録誉」麟護の独

　濤離存1喪そのも4〉について畷らかにしていること

　一しかもその論説が，スコットランド護地地方

　において「勝領溝掃」が進行している，蚕さにそ

　の縄誌代に，その無為を法的見地から撰1籍するこ

　とを鐸麟に書かれたものであること一が挙げら

　れよう。むろん現在までの誘発史の進駿のなかで

　は，挙純に「ケノレト醜」という糞葉によって続猛

　すること渉難もい状溌もあることは事実である。

　しかし，そのような「共鬱然的土地残i有の有産」

　に課する古典豹文醸として著名な，かの鷲．S、メ

　イソのζ軽薄共舞鉢違（認7聾に先行するものであ

　ることは，潅意しておいてよいであろう。さらに，

　第二に，このi譲謹が綴介しているシスモンディ紅

　饑していえば，これ濠でわ華蟹の蘇究では鷺較醜

　手薄であった灘面，鐸ち，シスモソディの窪経済

　単襲究藷熱，ケルト酌土地保有形態の導産紅薄し

　て荘意を喚起している事実，講時代の英藷馨昆に

　それが績介されていたという事実を，穰接的なぶ

　ら，瞬示しておくことがでぎること○さらに第三

　紅，マルクスの蓼資本譲盛第i巻第露草rいわ癖

　る家灘藝釣蓄稜」に見られ．る「薄葬蚕溝掃」に婁饗する

　盲嚢遠，および愛糞庫：譲磨の当該籏辮の先行資稗と

　してゼ全集藷にも薮められている，　置ニュー強一

　ク・デイ婆一・ト瞬ビュ一一ン壽撮載4滅金3年2月

　9饗鍾龍華（「選挙一金醸の雲容き悪免一サザラ

ンド公爵夷人と飯隷麓獲」甕マルクス盤エンゲル

ス全築選　第8誉ナ　大，弩書藤羊　婆8器皿逢§2薮〉　に1蒋i鯵

年橡ど先費する，講一鰐象を雛つた論説であるこ

と。それちの文戦史誘な連麗の塗謹については灘

稿に譲らざるをえないが壷予めその大籏を述べて

濤けば，■と述ぴ〉マルクス紅よる紅ケルト誘土地鱗

度」の論述繊麗隷嘆らかにシスモソディであむ

（この点鉱，　「公式に」は蓼新メガ選の難行の中

で，難ち婚額年になってから窃めて葬曝示釣紅」

認められた。癩漉κ／ε鶴9認＄G8躍纏翻39磁ε，

麗．i2．，i§8魂，S．欝一23．建．A麹ar麗，S．727

－723．〉，以下の資料からも推察轄能なよう量こ，

さらにその1驚には，資料串江登場する」．縢ッ本

の文献（護雑菌ε餓魏纏繞ε1辮舞θ麗耀癬ε醜

醜ε敵鰐麗s30∫3錘緬躍，魏魏εω雛漉3群

s緬∫鯵雇醗ゴ3厩碑，餓だ醗魏εε勲嬬θ∫

S纏地霧醗4．Lo澱δo難事i82舜、〉赫控えているこ

と撃わかるであろう。な誌，訳縷に硬繕した籐資

料は，名毒盆大学醗書篶漸蔵のアメ1タカン・エディ

シ葺ソであるが，その復写資料の入手に当たって

は亭秣恭二氏による優賞を受けた。記して感記し

たい。なお，譲灘に当たっては，鎚賛籔教授紅丁

寧なアドバイスをいただいた。これも寵して感謝

したい。遜ち渉なおあるとすれば，それは金諾魏

に訳表の責鉦であることはもちろんである。

第三講説一」．C．シモソド・ド・シスモンディ

　　　　　　著ゼ経済学醗究選第i巻，パ1タ，

　　　　　　i837年

　ノルマソディ公ウィ蓼アムによってイングラ

ンドに導入された土地保有麟度のもとで，ある

も・はノルマソディ公ウィ夢アムの時麟以降にス

コットランドとアイルランドに導入されたそれ

と類似した土地保有麟度の下で，自分たちの圭
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地に鰐する権騨を引き織している±地保有者に

課せられた苦：難事緩らによって担われている負

担，は今や十分に遷解され始めている。しかし

大ブサテソの全ての土地がこのようなi銀建的土

地像有舗痩のもとに置かれているわけではない

ということを忘れてはならない。スコットラン

ド高地地方の豫とんど全ての土地綜そのもとも

との就懇の蛮まであったeそのような状態の下

では，国のある一定の区綾は特定の蕃族ないし

氏蕨紅よって占有され，その認族ないし氏族内

部の統治はおおかた「家父長舗的療蓬まと呼ば

れるものによって統麟されていたeしかし，こ

れらの諸疑族の場合においては，イングランド

の覇王達が檬王領地を譲渡した時に生みだされ

繋主権と駈講権との混構が，恐ろしい程まiで押

し進められていて，このスコットランド高地地

方の場合，嚢主権養達は公共の財産の一難分に

録する権瀦主張に留まって満足するのではなく，

露分たちの私的財産としてその全体に鰐する権

講主張を脅なっており，そして蓑たそういうも

のとして公共財産を籔ってぎたので磨る。どの

様な手段で緩らぶかくも異常な権麟主張を達成

することが可能になったのかを，我々は以下に

みて行くことにしょうと思う。そして，我々は，

一般的原建の作罵を擁証する馨的で，一つの蓬

鬱すべき事擁を選ぶことにしよう。

　本稿の蟹頭に掲げておいた著伜の第一巻にお

いて　　その巻は縁とんど地械的な富およびそ

の土地の麟作妻達の状態についての誰誰に費や

されているのだが一シスモソディ氏はi論述全

体をサザラソド公爵夫人とその欝地人の事舗紅

充てている。シスモソディ氏の経済学者として

の一般的な長辮または難所搭どうであろうと，

我々は今それに立ち入るつもりはないが，我々

は，籔が上艶の論考で論εているような重要な

問題に量譲の溢意を喚起することによって，す

ぐれた貢献をなしたと考えるものである。以下

第銘巻第遵号

の考察において，我々はその問題を現喪あるが

ままに，灘ち，経済学の問題というよ郷家むし

ろ，立法上の問題としてとりあつかうこととす

る。

　スコットランドの疑似土地醗有者は，先複我々

侮鬘髭にもわたってその霧鑛紅蓮んでぎて，か

つては召集がかかったとぎにはいつも喜んで鞍

らの主露ないし族長のあらゆる敵からこれらの

頷地を守るために嚢分達の露を流してぎた，そ

ういう馨売を持つ倦地人達を，移動させること

によって，あるいはもっと藍建な飽の言葉でい

えば，追放によって，文字どお弩「察分たちの

薦領の清掃」をしたのである溝，そのなかにあっ

て，スタッフォード蝶爵夫人，生まれながらグ）

稜女嚢身の権趨としてはサザランド女無爵は，

その鏡地の法大さによっても，その欝的の達成

のために．とった行動によっても，また，総題の

鎮域に投入した資本み莫大さによっても，酪溺

の淫意を構ぎつけた。約焉，暮0§人もの小農民が，

フランス中翻の州一つと講じくらいの慈1さの露

積の領地を去ることを緩女に強鱗されたと害わ

れた。さらに，これらの不運な人々は綾女の家

族の大勢の家窪獲の生き残りであったとも言わ

れてお鯵，籔らは非常に長い閥紅わたって彼女

のために趨を捧げてぎたのであった。後らに移

動を強麟するために，その目的で麗われた代理

人が，綾らの住居に火を救ったことは確認され．

ている。自分の小渥を塗てることを擁んだある

老人が，炎に包重れて死んだとさえ言われてい

る。鍵譲はその時から，嚢密な羅においては，

軽蔑したり無視した絵鑑来ない兆鉄をあらわし

はじめた。

　スタッフォード躾爵夫人は自分に鰐して事さ

れ始めた厳しい盤1論を，露分にふさわしいもの

だとは考えていなかった。狢2食年に後女を擁護

する一露の本解，彼女の差醗入であ静，件（く

だん〉の追放を監督してきた人物であるジェイ
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ムズ・Pッホ氏によって患叛されたΦ蕃毒は，

スタッフォード躾爵夫人が法の認める諸権稀を

行使しただけに．過ぎないということを証聡しよ

うとしたばかりか，それらの権瀦の行嚢に際し

ては，嚢分§身責任を持つものと感じていた家

麗たちへの生活録証を忘れてはいなかったこと

をも証隣しようと努めた。シスモソディ氏はこ

の事擁を主として経済学的挽、点から考察してい

る勝，我々が考えるところでは，むしろこれは，

立法的ないし法学的視点から考察されるべき事

例である。

　スタッフォード繰爵夫人の雛髭達は，翼題の

本を典縫とすればサザラソド州6）約3／磯こたい

する書主権春であった。サザラソド女僚爵渉，

これらの領地　　 それは，後考こサザランド公爵

に叙任されたスタッフォード侯爵のもとへ結婚

によってもたらされた一を絹綾した時、煮で，

そび）地の人海灘5，0総人を越えてはいなかった。

三十人のタックスメソ髪丁議。藍s欝融豊ユと呼ばれ

る郷紳達が，勲爵の直壁として土地を繰有し艶

綾らが各磐保有していた区域はタヅク［丁目。遍

と呼ばれていた。これらのタックスマソ達は糞

分達の艶域を農らの綻矩達に分与し，また緩ら

は，平時にはその健麩達の唯一の裁霧嘗であり，

戦時垂こは鞍らの指導者なのであった。　しかし，

鍍書）は全員酋長と講じ名蕪を持ち，首長と幾薮

であると魯していた。善長達は各々醍下の者に

たいし，稜らの生計の為に分配される土地片を

意のま蓑に与えたり取静上げた修してもよいこ

とになっていた。サザラソド伯爵がタックスマ

ソから受け取る駿入や，タックスマソ達が露分

達の醍下で土地を縁有している妻達から受け取

る薮入は，非常に小さいものであったので，そ

れは，地代というよりもむしろ看主権者の地錘

を確認するためのものとみなされていたようで

ある。地方，サザランドの領地内に生重れた男

は全て，首長一族の書主の地腫と名誉とを護る

ために嚢らの癒を捧げる義務があった。

　スチュアート家を支持する最後の叛蔑の後，

イギ夢ス政癒はスコットランドの首長1達紅よる

連縁の簾成を奨励した。第§3連隊藻，サザラソ

ド猿爵によって続成され，以来その給与毒ミ伯爵

家の薮入の一一瀬泉となった。

　サザラソドと呼ばれたこの地域の住人の状態

が有麟なものであれ不利なものであれ，一つの

ことだけは確かである　　岩だらけで，不毛な

土地であったにせよ，綾らは露分達の土地紅強

い愛着を持っていたこと，そして奮た，§分達

の警語，霞分達の衣膿，自分達の首長にたいし

ても，強い愛着を持っていたこと，これである。

それにもかかわらず，i8簸年から鰺騰年の閣に，

これら約3，麟暮春家族を購蔵する焉，鑓O人の住人

達はその領地の海陸編から追数された，あるい

は駐ッホ氏のより柔らかな嚢現によれば，移動

させられたのである。緩らの村落はことごとく

破壊されるか焼ぎ払われ，綾らの耕地濾ことご

とく敏牧地に転化されたのである。

（捜鐡夢rove醗ε魏s，｝＆c．，by　J．L㏄饒，狂s｛茎．，

β．92．〉一講じようなことは，ほ醸講じ贋に

｛ニノ、ないし八ノ、のサザラソド聲1のそれ以外の場

勝の飽の疑僚土地新膚者によっても遂行された。

　そして，ここに極めて大ぎな，重要な立法上

の聡題があらわれてくる。一それ轍，究にも

述べたように，シスモソディ氏解その譲文の大

濠分を経済学的観点紅1費やしているために，ナ‘

分に講じていないからこそ，その分だけ我々が

もっと涯意を請けるべきだと考える問題なので

あるeその薦題というの嫁，スタッフォード1奨

爵夫人がサザラソド州の±地に薄していかなる

権騨に基づいて，その土地の欝地人達　　霰ら

は，イングランドの謄本鎌有農昆のものと競べ

て少なくとも購じくらいの長い伝統を持ち，そ

れ以上の鯵つばな起漂を持っているような，慣

習的土地縁有によって霞らの±地を像有してい

一97一



薩　　学　　論　　集

た　　を，単なる綾女の命令によって，その州

における復らの保有地から追激する権力を与え

る縁どに欝飽的な漸有権を主張しているのか，

ということである。その筈は，嚢主権という権

蒋に基づいている，というもののようである。

スタッフ激一ド｛癸爵夫人ないしサザラソド塚…i欝

夫人＝女糠欝の雛先はそれらの地域における書

主権者だったのである。この権騨主張について

いくぶん立ち入って撲試してみることにしよう⇔

　スタッフォード躾爵夫人は歩農分がサザラソ

ド州，ないしその一藻分の古来の書主権姦達を

代表していると言う。その州の醗有権を有する

という鍍女の主張は，その州の書主権を持つと

いう後女の主張に基づいている。古来からの君

主権については縷女の主張を全面的に認めるこ

ととしよう。舞えば，サザラソドの君主権紅鱒

する後女の権瀦主張が，イングランドの嚢主権

に韓するノルマソディ公ウィ夢アムの権舞主張

と瞬じだけしっか参した根擬のあるものであっ

たと認めてみよう。それで，どういうことにな

るか？ノルマソディ公ウィ夢アムは，あるいは

綾の嚢主権を承認しなかった全てのサクソン人

達を，追放ないしは糧絶（そのどちらであるか

はどうでもよい。事実彼はそうした，もしくは

それと紙一重のことをやったのである〉してい

た可能軽捧よ充分ある。　しかし，鞍が望んだから

といって，ノ鑑マン人のすべてを邉赦した》根

絶した参することが謹来たであろうか？　　瞬

らかに，確実に蚕である。同じように，いかな

る・サザラソドイ襲爵といえども　　サザラソドの

書主権者としての資格でもって　　，そうする

ことが欝分の意、志であり望むところであるから

といって，全ての家矩達を追放したり根絶した

りはでぎなかったはずである。その命題（披が

そうすることが可能だったという〉は，あ蒙り

にも途方もなくばかげているので，最も糧i野で

最も鈍感な運解力しか持っていない者でさえ，

第58巻第蓬号

誰ひとりこのようにむぎだしの真実の形で，提

鐵することは敢えてしないだろう。にもかかわ

らず，サザラγドのこの書主権が大英帝霞に轡

合されることとなると，サザランドの諸震主権

の代表表は，英蟹議会に進み鐡て，ジョージ露

量がその保有老への糧談鼓ぎにイングランドの

土地の全てを売り払い，その代金を難分のポケッ

トに入れるといったこととなんらかわらない事

をするために，嚢らの嚢主権の権龍（見たよう

に，それを綴擁として勝有権を主張している権

能）のなかで行なう事が縢来るような議会の獲

麟的な権力に濁する助力を貸し与えてくれるよ

う腰い鐵たのである。事実，一つの島の激騰が

その島の全住民を嫉隷として売む払い，その代

金を着臆することによって金をつくるというシ

サソチ認・パソサの謙遜でさえ，ほとんどそれ

を一歩も越えていない。飯に，スコットランド

藻イングランドと連合した時に，スチュアート

家一あるいはどこか飽の一族が一スコット

ランドの古来からの書主権者の代表としての権

稀を主張し，スコットランドの全土地保有考を

追散して，その土地をあたかも露分達の私有財

産であるかのように，磨分馨身で篤いて羅潤を

あげるようにするとしたら，　これと風ふたつの

事態ではないか．一あるいは，飯にイングラ

ンドもしくは大ブ1ヌテyがどこかの王羅に餅合

されてその一地方になったとして，そのことが

現在のイングランドの醗王の一一族の代表たちに

大ブ婆テソの土地の全てに鰐して私有財産権を

主張することを可能にするとすれば，それが全

く綴じような事態であろうのこれらの事盤麟ま，

まさしくそっく鯵で縁ないだろうか？

　サザラソド伯爵達が，サザラソドの鴛主権を

繰有していたのは，ノルマン人の王達がそれに

よってイングランドの鷺主権を｛呆有していたの

と瞬じ権灘に基づいてであった。　　　［すなわ

ち聾道徳的権麟であれ，法的権瀦であれ，あら
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菊　灘：ケルト醜土地保：有

ゆる権瀦が究極的紅はそこに横縫を求めるウル

テでマ・ラティオである則の権講に基づいても・

たのである。しかし，ノルマソ人の王達解霞分

達の嚢主権を録持していたのが綾らの家藍達の

錯紅よってであったのと購様，サザランドの首

長ないし偽爵達ぷ彼らの繋主権を線持していた

のも彼らの家疑達ないし氏族の彙彗によってであっ

た。この君主権が，露分察身の籔人的労鍵もし

くは技能紅よる果実，かせぎの結集であるもの

と正確紅鶴種の漸有効であると敢えて懸冒する

者がいるだろうか。そうではないこと，そうで

はあ穆え，ないことはおのずから瞬らかであるよ

うな事構な4〉である。ノルマン人の董あるいは

ケルトの蓉長が，それぞれ糞らの領地を単紅りっ

ぱに維持していたばか彗か，緩らの存在そのも

のを雑持していた繰有権というのは，　［じつは］

綾らそれぞれの家鎌達の雑なのであった。ノル

マソ人の王達は復掃地のそれぞれの藻分を家運

達紅分与し，自分達が王冠豪たは霧主権を持つ

のと同等の保有権によってこれらの認分の安全

を緩らに録鐸することで互いの結びつきの必要

とカとを認めた。サザラソドの繧主達が，密ら

の小冠すなわちサザラソドの嚢主権の繰有を彼

らの家駆達に深く負っていたことに疑いはあり

えない。それは，イングランドのノルマソ人の

王達潜イングランドの王冠や震主権を彼らの家

臣達紅負っていたのと懸じである。しかし茸主

として道徳的な性質のものである諸事椿のおか

げで，サザラソドの諸浅達は，長覇にわたる非

常に重要な，否，濃莚辱知れないほどの奉仕とい

う恩義紅薄し，籔らぶ非常紅長い聞紅わたって，

かくもしばしば甦らの盛をもって護ってきた±

地に凝する保証と幾得権とを氏族紅与えること

によって報いるという必要性をさ縁ど不群遊な

ものとはしなかったのである。これらの諸事構

のうちの主たるものは，氏麟…が鶴’長と購一の名

蘇を持っていたこと，そして常に露分達が首長

と懸一の醜籏であると考えていたこと，その首

長を霞分達の共通の父と舞ぎ見ていたことであ

る（この最後の感椿だけは，子盤達がその講親

に薄して通常抱くものよ吟ももっと蒸しい慈精

と灘交されたものである〉。そして，父親に薄

して普通の善い感縫を捲いている息子が一ア

カの飽人に薄してならばそういう保1証も必要だ

と慰われるような　　父幾に耕して自分を廃嫡

しないようにと匿わざわざ3頼むことはないの

と霧じように，自分達の鋼渉勝取り護ってぎた

土地に薄して維持されるべぎ権祷に薄して，首

長にその傑証を頼む必要性ぶあるとは考えなかっ

たのである。巧みに作蔵された婚嬢継承財産設

定からも瞬らかなように，文瞬化された鮭会で

はこの種の事構を戯絵痩ぎに任せておくことは

しないものであって，両親に薄嫁してでも子僕

達の権瀦を蟹重に定め録証するの瀞普通である

と君ってよいであろう。しかし，義々摂取む上

げているこのケルト漢族は未麗で素朴な人々で

あって，後らの名誉に騨わる権妻な、転は露分達

の首長に鰐する欝熱的な愛慕心と露分達の種族

の名誉なのだ，ということを想起すべぎである。

これらの首長達の子孫が，今になって進み幾て

ぎて，未縫の素朴な人々み誉むべき感欝のおか

げで手つかずの蛮まになっていた大事な諸権瀦

の魚探瞳な状態を遊手にとって，綾らの燈先の

雑作地から，山々から，家々から綾らを放逐す

ることを，我々はなんと善ったらよいのだろう

か？　　綾らの美徳そのものを綾らの没落の手

段に転化すること；鰍身的な忠誠，酋長の名誉

と愛溝に魅する敬虔で疑うことを知らない確欝

という高貴な性質を，これらの特質を青んだ人々

の磯城の手段賦すること，これをなんと言った

らよいのだろうか？さらにまた，このような駈

業の遂行紅射して政癒の名において承認を与え，

その権力をもってこれを支持することがでぎた，

自穂麦瞬化された政府の卑劣な不正を侮といえ

一99一



姦　　学　　講　　集

ばよいのであろうか？しかも，このことは大ブ

鯵テソ政府蕃，茎8年か2§年濾ど繭1に行なったこ

となのであるα

　たとえサザラソド州がスコットランド王国な

いし大ブ婆テソ王蟹に食養されることによって，

アソグ口業ノルマソの諸侯が衰分の封土に麟す

るのと鐸£権牽彗を，サザラソド麟爵跡懲分を蓑

長として戴く氏族によって保有される顧域に薄

して持った一すなわち，綾は当該地域に離し

て，イングランドの法律家の誉葉で言えば，

「現有封土を直接単独診乙1呆有せしめる」　窪陰漉δ

盗｛董e盤es簸ε農so｛艶e］というこ二とになる

一と主張するとしても，我々はこの説をぎっ

ばりと蚕足する．この議は，より小さな公国が

より大ぎな羅と合餅することによって，それ豪

で小さな方の蟹において鷺主権を持っていた一

族の代裏表が，そのような合餅によって，以羨

の難民の土地全棒に舞する絶鰐酌霧有者になる

というのと全く霧一の説だからである。さらに

は，もしこの種の事態が生じたとするなら，も

し封建凝痩の一藻分が導入され，サザラソド勲

爵が「現有封土を直接単独に録有せしめる」こ

とになったとするなら，蓋長は軍事的従者一

その鋼によって首長潜艦膿を成し遂げた人々

一にたいして十分に輻いるということが，そ

の【餐建］難度の不可欠の特籔なのであるから，

ま二連のタックスマソ達華よマナの鎖主にな静，そ

して簸脹表カーストに属する氏族の絞曇達はす

べて騎士封を保有することになったであろう。

こうしたことは全く生じなかったし，これらの

人々が（我々は，単にサザラソド…族のことを

言っているのではなく，これらケルトの人々全

てについていっているのである〉進み膨てぎて，

幾分達に趨合のよい封建的繰有条件の縫帯権稀

の全てを主張し，露分達の鍵考ないし氏族の灘

のそれは全て否定することは，最も現ずべぎ，

最もひどい不歪義の行為である。アγグロ雛ノ

第58巻第漿畢

ルマンの穰騒考たちは，これらのケルト人達が

覆膿を行なったとぎに付ぎ健っていた人々，そ

の響もかもを負っている人々を掻うよりも，破

蟹膿民の酸類を蕊藩もましに取り優ったではな

いか。イングランドの謄本保有農は，この問題

に饑して最も権威のあるイングランドの法律家

達の意見によれば，もともとは農奴（ヴィレイ

ソ〉であった。すなわち，籔らは敏；匿騒民の農

敏なのであって，籏主の土地で骨の折れる農業

劣後を遂行したのである。しかし，時が移るに

つれ＊彼らの鑛主の鷹揚さや寛大さによって

少なくとも，綾らが鱗焦している土地の一藻分

紅対する保証と蔑得権を獲得したのである。

［漂漣3＊賎王エドワード露糞治下法令第マ号にお

いて民事講談裁顯蚤の鶴雛鼓舞窟であるダンビィ

氏および鍍ダ）後織表によって，マナの震響を遵守

し，その蓬務の遂行にするなかで，謄毒深海轟よ

もし領空によって這い議された場合には，鎮主に

録して愛書講談を起こす権舞を持つと規定されて

いる、これは長年にわたって完全鑑確立された法

原難なのである一重C灘、£｝逡．26§，L搬，§77

ほ玉欝t．，GG，モ｝．

　これらの内陸藻から追い轟された家族の多く

の認分が，スタツフオード躾爵夫人によって

（約六千エーカーの〉海辺の土地に定住させら

れたようで，それは農ッホ氏が確認している事

だが，雫嚢域グ）中で縷作の費矯を取物戻しうる唯

一の蕊分であった。この土地は，土地が良好に

耕作されていることがわかった場合は契約を更

新するという約束付ぎで，　iエーカーあたり半

クラウンの地代で，7年閣の懸地難問をもって

貸与された。土地漸有考はまた，綾らの家餐の

建設や±地の誹水等々のためのなにがしかの援

麟を与えた。しかし，これがどの程獲蚕で，蝶

隠夫入が窪分の±地に繁して持っているのと全

く同等の権舞をもって緩らが保有していた所有

地からの追放の代蟹となっているかは，容易に．
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菊　萢：ケルト麹土地蘇：有

わかるであろう。

　われわれは照ッ本氏に従って，スタッフォー

ド侯爵夷人が思懸深さとそれ紅劣らぬ入道牲を

もって綾女の計睡を遂行したことを認めるが．

大英政購がこのような醜業を認可したというこ

とには，つ震り，もしも要請された協会には，

軍縁紅よってそれを援護する屠意があったとい

うことには，憤むと胸が悪くなるような感構を

抑えることが鐵来ない。このことをまいくつかの

場合には実際に起こった。・ッホ氏によれば，

霧州の魑の土地霧有妻たちはそれ縁ど人道的で

はなかった。綾が欝｝るところでは，躍ッホシン

のグルーズの人嚢は，かなり多かった。これら

の人々のために一区轟の土地すら割り当てられ

たようには患われない，あるも耀ま，綾ら毒まi8至8

年の冬に蕎われた追敏に離して侮の補盤も受け

取らなかったようである。

る

シスモソディ氏ぶこう言うのももっともであ

　「号ザラソド州であれスコットランドの飽の

耀であれ，タックスマソ達と土地保有妻達があ

れほど長難紅わたって善；蒼してぎた土地に鰐し

ては無権舞であるとみなされ，幾轡1代にもわたっ

て耕作老をその領主に拘束してぎた契約を，霰

らの以薦の酋額ないし善長達が踏みにじること

の方は延当とされるというのは，法形式の残露

な濫薦によってであ穆，不歪な鐵奪によってこ

そのことである。」一夢．229、

　そして籔はこの地で起こったことを大陸での

事態と箆較している：一

　「法大な藏積をもつ額主的土地藩有はなにも

イングランドに，織布の状態なので青まない。シヤ

ルマーニュ帝蟹の全領域において，藪欧量界全

体において，いくつもの地域は好戦的な首長達

によって占取されており，後らはそれらの地域

を整らのために，被覆験者，鮫隷，あるいは鋳

には試装した農分達の仲間によって耕作させた

のであるゆ9盤紀と驚経紀紅おいて，メーヌ，

アソジュー，ポワトゥーはこれらの地域の懸爵

達にとっては，三つの公蟹というよりは，むし

ろ三つの大ぎな農場であった。スイスは，その

湖や出々，その気躾，人々の気質，異俗，子僕

達の習縢等においてスコットランドと数多くの

藤で継ているが，講じようにそれと懸時艱に少

数の領主達の聞に分割されてしまった。もしも，

カイバラ〔Ky雛r鹸3やレソツブルク誓Le魏zむ礎爆

やハプスブルグ〔R躍s馳r譲そしてグ婆ユイエー

ノ鍾G欝yeres］の伯爵達が，イングランドの法

律で蘇護されていたとしたら，緩らはサザラソ

ド懐爵達渉欝年繭におかれていた状溌と今嚢全

く隅じ状浅紅あったことであろう。おそらく，

緩らの内の幾人かは縁じ「改良諜嗜好を持って

いたことであろうし，いくつかの共隷醗は芋の

群れのために場霧を空けるためアルプスから放

逐されていたことであろう。

　しかし，その鑛主の権稀がもともとは何であっ

たにせよ，8甦紀の闘，ヨー貸ッパの全土で，

封蓮の状態，家難の状懇，被から保有する農飯

の状態を課証し改善するための立法活動は盗む

ことがなかったのである。小農罠の独立性を強

化するための，時熱を蔭にして農蔑を課護する

ための，農疑の慣習を権稀に変更するための，

農民の孟暑の藩敏誅求から身を守るための，そ

して，農民の任意繰有権を徐々に勝有権へと高

めるための立法活動がそれであるσ法はスイス

の農民に永代保有権iの像証を与えたのだが，大

英帝鑛にあっては，　覆法が］それと懸じ保障を

与えたのは，スコットランドの領主達に薄して

であって，農民は不安定な献態紅捨て置かれた

のである。」
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商　　学　　論　　集

　ゼフラソスにお瓢・ても蓑た，土地保有老の験

態は不臨に改良されていった。フランスの家羅

は，もともとは，毯嚴された敵であったか敏隷

で磨ったか，蜜たは最嚢の場合を想定すれぱ，

ア穿マソ［短盤罎e3　（すなわち露趨餐1〉であっ

たのだが，綾は霞分の露震を放棄して婆ユード

（直欝）　［箆綴＄］とな鯵，そして，嚢分ダ）主

看に薄して，緩から下購されて受け取った所領

ないし分与地への見返むとして一定の封建的奉

仕を行うことを約束したのであった。しかし，

当初後の権瀦紅欠けていたものは膜行によって

次々と与えられていった。後の新膚の権穂が認

められていったばか鯵でなく，その権利嫁あら

睡る、燕で，緩への授封者のそれと隅等になって

いったのである。　これに薄し，ゲーノレ人の土地

保養者の方は，一度た触とも舞殿されたことは

なかった。綾は密分の土地を額生傷寛大さによっ

て繰有していたのではなく，元々，鍍の頭領

　（ないし善長）との，あるいはむしろ後iの氏懸i

との共縄霧有者なのであった。それにもかかわ

らず，この頭籟　　戦争の時には綾に率いられ，

共濁の利益のため紅は緩に醸従した一は，最

襖は綾を露分の友人であ喫幾類であるものと考

えていたが，やがて密分の兵士と考え，次には

露分の家運と考え，後には懲分の農罠と考え，

そしてついには薩篠労鱗養と見なすようになっ

て，頭頓が察分霞身6）蒋益のために隣郷の地に

とどまることを許したのであるが，しかし，養っ

て露くことがもはや衰分の耕益のためにならな

いと見るやいなや，追放する権力を持つものと

考えるようになったのである。」　　謬経済学

欝究垂第i巻，鍛．2鎗一23乳

　上述の抜粋の中にはシスモソディ氏がケルト

的蝶習と封建鰯痩との穰違を見落としていると

推灘させかねない灘分もあるが，しかし以下の

章句は後がそのことを十分に念頭においていた

ことを示している。

第58巻第嵯号

　F実際，我々はスコットランドの高地地方が

いまだかつて異民族の優酪のくびきに苦しめら

れたことがないということ，封建麟獲はいまだ

かつてこの羅の法になったことがないというこ

とを忘れてはならない③読み書ぎの習慣すらな

かった未雛の人々の中に，いかにしてスコヅト

ラソドではクランという名で知られているよう

な諸家族の次ぎな連合が形作られたか託ついて，

またそれと購様に，サザラソドのそれのように，

いくつかのクラソ渉次々に連合して単一の君主

権を鶴善議してぎた過程についての，鱈じるに

罷る交書史料の発見を望むことはでぎない自し

かし，それらの名蔚であるκ毎齪は，ゲール

語で「一子供連諜という愚昧である。後らの慣行

のすべて，彼らの螺互的関係めすべて，綾らが

愛着を持つもののすべては，結騰のところ，延

分達が隅一の家族の子洪達であるというという

ことを爆じ込豪せる伝統の上に築かれている。

被らの権零離すべて，結織ま，購じ父親を持つ

子僕達の共織の量襲難産に鰐する権利なのであっ

た。後らは，共簿の防衛が必要としたこと以外

のいかなる駅従関係にも従羅してはいなかった。

』上地の分書彗紅おける不安定性が［氏族という3

大ぎな家族の繕窟権を弱めることはなかった。

その氏族が桜をおろした地域の藩有権は，その

氏族紅こそ属するものだったのである。このよ

うなものがケルト人の公法だったのであり，ま

た織様にゲルマン人の公法でもあった。そして，

耕作よ鯵もずっと戦争紅繕えて縫織されていた

ゲルマン入のばあいは，諸家籏が耕している耕

地紅あまりに執養しないように，繁盛地を頻繁

に，年毎にさえ割鯵替えた。スコットランドの

ケルト人の鷺では，すべての考がすべてのもの

紅韓ずる権瀦を持っていたが，しかし各自の耕

地隷，それが擾選で鍍に割り当てられたもので

一驚2一



菊　飽：ケルト的土地探有

あれ，あるいは綾への翫分地がそれを麟作する

後の家族の資力に．よって拡張ないし縮小された

のであれ，あるいは霰た藪三分地が故蟹にたいす

る奉仕への鞭醗として割継当てられたものであ

れ，そういうことと蓼ま縫係なく察分の隣人の手

に1渡るかもしれなかった。　…至一瞬ッパに轟ま共1霧

体が支醒する土地め一時欝，可変醜な分割の痕

麟を発見でぎないような霞は存在しないQスコッ

トランドでは，［圭地の分書彗および再！分割

器曲毒樋s沁幻は，兵士達と首長との聞の従

属獲i孫を示し，かっこれをささえるという意霞

で行われた。各々の氏族の［ゲレイト・マン3

は，おそらくその権限を共錘体から奪い取った

び）だが，これらの土地の醗分を単独でなす権驕

を行養していた．鍍は幹藻達に鰐し，鍍らが戦

争においてめざましい鬱ぎを見せたか否かによっ

て大ぎさの異なるタックを与えた鯵，取弩上げ

たりした。しかし，養長は氏族の成員を，軍事

的な意味において，報いてやった静罰した参灘

来たけれども，氏族の断；蓉財産そのものを露繰

ども減少させることは鐵来なかったのである。

恩恵を与えられている鑛入は違っていても，奉

仕の義務は常に平等だったのである。全員の蒋

益のために長命された軍事的指導i巻たちは，轟

分達の霞圭の，大なり小な弩かなりのものにな

る…藻分を，獲得することもあれば失うことも

あった。だがサザラソド全体は，サザラソドの

人々のものであることを壷めたわけではなかっ

たのである。

　「文瞬がある程縫進歩しはじめた時，酋長た

ちは，イングランドの言葉や衣羅とともに，イ

ングランド人の穫習やものの考え方を採篤し嬉

めた。綾らはもはやケルト人の麟疑的契約を理

解しなかった，あるいは運解しようとしなかっ

た。そして，その契約に文瞬化された羅民の閣

では普通であるような形態を与えるために，披

らはそれを文書組した。瞬鋳に後らは家矩達に，

難問を区擁ってタヅク［絵雛譲歩す’なわち分

与地を与えた。鍍らは，そうすることによって

家蒙紅大ぎな譲歩をしたように見えた。という

のは，雌蕊は綾らは家籍達を意のままに放逐す

ることが鐵来たからである。　しかし，　これ韓1実

賑紅は，共織体の権蒋の横奪であった。という

のも，以鳶籔ま，綾らを放逐した場合に毒よ琴llの人

間藻完全に縄一の条件で後らに代えられるのが

常であったからである。ところが，鍍らがこれ

らの土地を農場として貸し織し嬉めるやいなや，

綾らは契約の中に欝地擬闘の更新の度毎に新た

な条件を設定してもよいとか，欝地人の駿課金

を増やしたりしてもよいという条項を忍び込ま

せたのである。

　ヒのような静かな横奪によって，ゲール人

の首長たちは，牽粟麩分達の氏族の飛禽財産に

かけられた不変のまたは幾定的な地代紅鱒する

権罵しか持っていなかったのに，その権穂を露

分らにこの地代をもたらす領地の，絶鰐的霧有

権に転化したのである。にもかかわらず，後ら

は，いつの馨にか織地契約の更新の時簸に乗じ

て，耕作暑の支払額を上げるのではなく，綾ら

を追い離すことになろうなどとは，す’こしも予

見してはいなかったし，また綾らの家運達もそ

んなことになろうなどとは患いもよらなかった

のである。それ縁ど野蛮なことを決めるに当たっ

ては，その麟に，首長が舞羅の仲露の表達と意

見，感精，簿を名誉と考えるかといった事など

を共有することを全く並めてし奮うこと渉必要

であった。　四重た3欝分が綾らの父親や兄弟で

あると考えるのを止めるばかりか，窪分露身が

ハイランダー［高地地方人］であると考えるこ

とすら詰める必要解あった。さらにまた，人々

の共通の穣髭達が蓋長の誠意にその民の運命を

委ねたときに擁弩辮としていたあの縁族感情を，

下劣な貪欲さが，彼のなかで窒、懸させてしまう
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醗　　学　　論　　集

必要ぶあった。立法醗は，意見においても，稀

書においても，娃会め様々な成員それぞれの立

場にこのような変化が生じている蛮さにそのと

ぎにこそ，少数の食欲で聡知らずな人々のお雛

けに蛋民全体が引き渡されたりしないよう，干

渉すべぎなのである。問題は軒首長に哀れみを

請うことではなく，ゲール人の権趨を確立する

ことである。いかなる首長も将来この事鰹を手

藁奪にした弩，謬購じよう紅やる遜権醸を与えら

れることのないように行嚢することである。」

　「盤爵が，霞分の州の往戻を故纒から遮放す

る権牽彗をもっていないのは，蟹董藩王蟹の盤三民

をその羅から追放する権講を持っていないのと

講様であるQ書室の中で最も専修麟な書主でさ

え，もし今ごろになってそのようなことを企て

るなら，権威の鰻界を越えたことによって綾が

失うもの掛飼であるかを縁どなく学ぶことにな

ろうG珪　　縁上，驚》．233－237．

　確かに，我々が数ページ前で見たように，こ

れは事件をその糞実の姿で示している。これら

の密称の覆㌻主が，零ぎ主権善こ属するという馨分達

の途方もない，薦代未露の権瀦を行使するその

やり方は，だから，力に．おいて自分のものよ玲

はるかに強大な簸の玉露の銃凝を呼び入れるこ

とである。それは要するに，文瞬の最も抵覆の

段購紅ある野蛮人の征膿考案懸だけが，憂簾さ

れた敵にたいして行養する権利，すなわち絶藏

させる権零1の行｛嚢である。一それ壕ま，一二千・年

近く繭，勝ち誇ったノルマソ人たちでさえ，あ

ま鱗こも文弱化されていて，あるいはあまりに

も人道的であって，屈臆した衰分達グ）轍に馨し

て行使することのなかった権瀦である。という

のも，もし鞍らがその権利を行使していたなら

ば，イングランドには謄本保有農は一人も存在

しなかったであろうから◎

第58巻第4号

　この問題を立ち入って吟殊することは第一綴

の重要性を持っているゆというのも，そうする

ことによって，纒めて多くの不董や擁涯を醗獲

でぎるからである息スコットランドのケノシト人

たちは，厳密に言えぱ，綾羅i膿民ではない。綬

らがノルマン人たちと衝突する事態に至ったと

ぎ，たとえば，ハー貸一び）戦いでは，綾らは攻

守共により優れた鼓徳，身体的な強鞠さ，鏡律，

武器等の結びつぎ　　それがあ6）無敵のノルマ

ン人たちを露かうところ敵無しとしたのである

漢　　に太薄打ちでぎないことを懐らされたこ

とは事実であるGしかし茸鍍らの数羅か少なく

ともその髭較釣出がちの薬分は…一度も籔i膿され

たことはなかったし，笈らは鍍舞舞灘嚢蟹1である

と見なされるべきものではないび）である。アイ

ルランドのケルト人の場合は，これとは1異なる，

厳密紅雲『って被餐三譲民の場合である。　しかし，

綾らの運命　　そしてそれは蚕さしくそれ穣特

の特籔なのであるが一には双方に講じ一つの

特籔がある。それは，直接緩らの上にたつ人々

あるいは首長たちが，それが法によって嚢分達

に保瞳され．た権矛彗であると，喜んでいうであろ

う鷲敷誅求や擁窪を実行するために，舛園の軍

隊を動勢に引ぎ入れる権能を持っていたという

事椿である。イングランドの場合，この轡に定

蒼した穰膿着たちは被笹駿考よむはるかに数が

少なく，また少なくともヘン婆二盤グ）治世以後

は，纏らかの苛斂誅求や擁獲をやってのけるた

め紅雇うことのできる外羅の軍隊はなかった。

その結集，綾らの擦鉦的行為は，その支醒権の

もとにいる人々に薄して行っても蔭分にとって

安全である獲政の度会いに合わせられ，麟撮さ

れていた。確かに，アイルランドのケルト人の

場合にはフスコットラソドのそれに箆べて民族

的蟹行から鵯擬すれば，さほど厳しくはなかっ

たようである。アイルラγドのケルト人は，甚

だしく悲惨な状態におとしめられている。スコッ
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菊　池：ケルト鋳圭1地保有

トランドのケルト人は露分達の領域から敏逐さ

れている。しかし，その反藪，アイルランドの

ケルト人は，被覆i駿民であることで書しみ，重

た，ほかの方法ではうまく実響でぎなかったこ

とを力によって実行するために，もっと強大な

睡の臨接を呼び入れることが鐵来る蓬膿者カー

ストである貴族繕緩に，その生計を頼り，また

支醗されていること紅よって苦しんでいるので

ある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　欝
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